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徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

徳
島
県
立
看
護
学
院
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
年
徳
島
県
規
則
第
十
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
度
徳
島
県
立
看
護
学
院
（
看
護
師

二
年
課
程
）
入
学
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

試
験
の
日
時
等

１

一
般
入
学
試
験
（
規
則
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
入
学
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
時

看
護
学
科
（
定
時
制
）

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日
（
金
曜
日
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

２

推
薦
入
学
試
験
（
規
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
徳
島
県
立
看
護
学
院
長
が
指
定
す
る
学
校

等
の
長
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
等
に
つ
い
て
実
施
す
る
学
科
試
験
の
全
部
を
免
除
さ
れ
た
入
学
試
験
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
時

看
護
学
科
（
定
時
制
）

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午

後
零
時
三
十
分
ま
で

３

通
信
制
入
学
試
験
（
規
則
第
六
条
の
二
に
規
定
す
る
入
学
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

通
信

制
入
学
試
験
は
、
看
護
学
科
（
通
信
制
）
に
つ
い
て
、
小
論
文
に
よ
り
行
う
。

小
論
文
の
提
出
期
限

（一）

平
成
二
十
年
十
一
月
四
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
月
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送

に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
る
も
の
と
し
、
同
月
十
七
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け

る
。小

論
文
の
提
出
先

（二）

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
四
一
番
地
の
六

徳
島
県
立
看
護
学
院

二

一
般
入
学
試
験
及
び
推
薦
入
学
試
験
の
試
験
の
場
所

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
四
一
番
地
の
六

徳
島
県
立
看
護
学
院

三

受
験
資
格

１

看
護
学
科
（
定
時
制
）

一
般
入
学
試
験

（一）

准
看
護
師
で
免
許
を
得
た
後
三
年
以
上
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
（
業
務
従
事
期
間
が
三
年

（１）
以
上
と
な
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育

（２）
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
卒
業
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）
で
准
看
護
師
の
免
許
を
取
得
し
て
い
る

者
（
免
許
取
得
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

推
薦
入
学
試
験

（二）

県
内
の
指
定
す
る
学
校
等
の
長
の
推
薦
の
あ
る
平
成
二
十
一
年
三
月
卒
業
予
定
者

２

看
護
学
科
（
通
信
制
）

准
看
護
師
で
免
許
を
得
た
後
十
年
以
上
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
（
業

務
従
事
期
間
が
十
年
以
上
と
な
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

四

入
学
願
書
等
の
提
出
期
限

１

看
護
学
科
（
定
時
制
）

一
般
入
学
試
験

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
十
日
（
水
曜
日

（一）



）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
月
十
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

推
薦
入
学
試
験

平
成
二
十
年
十
月
十
五
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま

（二）
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
月
二
十
四
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

２

看
護
学
科
（
通
信
制
）

平
成
二
十
年
十
一
月
四
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
月
曜
日
）

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
月
十
七
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

五

募
集
要
項
及
び
入
学
願
書
等
の
用
紙
の
請
求
先
並
び
に
入
学
願
書
等
の
提
出
先

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
四
一
番
地
の
六

徳
島
県
立
看
護
学
院

な
お
、
郵
送
に
よ
り
募
集
要
項
等
を
請
求
す
る
場
合
は
百
四
十
円
切
手
を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返

信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。

六

入
学
試
験
手
数
料

１

看
護
学
科
（
定
時
制
）

四
千
五
百
円

２

看
護
学
科
（
通
信
制
）

二
万
円

な
お
、
１
及
び
２
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
入
学
願
書
に
は

り
付
け
る
こ
と
。

七

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
募
集
要
項
を
参
照
す
る
ほ
か
、
徳
島
県
立
看
護
学
院
（
電
話

看

護
学
科
（
定
時
制
）
〇
八
八
ー
六
三
三
ー
六
六
二
四
、
看
護
学
科
（
通
信
制
）
〇
八
八
ー
六
三
三
ー
六

六
二
三
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一

年
一
月
十
二
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

ダ
イ
キ
株
式
会
社

愛
媛
県
松
山
市
美
沢
一
丁
目
九
番
一
号

佐
藤

一
郎

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ダ
イ
キ
鴨
島
店

所
在
地

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
下
島
字
松
元
四
〇
五
―
一

３

変
更
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

変
更
前

三

九
二
八
平
方
メ
ー
ト
ル

、

変
更
後

三

七
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

、

４

変
更
す
る
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
部
地
域
経
済
課
及
び
吉
野
川
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
一
月
十
二
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

〒
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
商
工
労
働
部
地
域
経
済
課
企
画
振
興
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
二
四

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
商
工
労
働
部
地
域



経
済
課
及
び
吉
野
川
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る

。



徳島県公安委員会告示第８号

警備業法（昭和４７年法律第１１７号。以下「法」という ）第２２条第２項第１号。

に規定する警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という ）を次のとおり実施する。

ので、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和

５８年国家公安委員会規則第２号。以下「講習規則」という ）第２条の規定により公。

示する。

平成２０年９月１２日

徳島県公安委員会委員長 南 博

１ 講習に係る警備業務の区分、講習の種別、実施期日及び定員

( ) 警備業務の区分1

法第２条第１項第１号に規定する警備業務（以下「１号警備業務」という ）。

( ) 講習の種別2

次に掲げる種別の講習を実施する。

(ｱ) 法第２２条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第

７条第１項に規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育

責任者資格者証等」という ）の交付を受けていない者に対して行う講習（以。

下「新規取得講習」という ）。

(ｲ) １号警備業務以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の交付

を受けている者に対して行う講習（以下「追加取得講習」という ）。

( ) 実施期日3

ア 新規取得講習

土曜日及び日曜日を平成２０年１１月４日（火）から同月１３日（木）まで（

）の８日間（同月１３日は午前９時から修了考査を実施する ）除く。 。

イ 追加取得講習

土曜日及び日曜日を平成２０年１１月７日（金）から同月１３日（水）まで（

）の５日間（同月７日は午後２時から午後４時５０分まで、同月１３日は除く。

午前９時から修了考査を実施する ）。

( ) 定員4

新規取得講習及び追加取得講習を合わせて３０名

２ 場所



徳島県立総合福祉センター

（徳島市中昭和町１丁目２番地 電話０８８－６５４－０２９４）

３ 受講対象者

( ) 新規取得講習1

受講申込みを行う日において、次のいずれかに該当する者

(ｱ) 最近５年間に、１号警備業務に従事した期間が通算して３年以上ある者

(ｲ) 警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安委員会規則第２０号。

以下「検定規則」という ）第４条に規定する１級の検定（１号警備業務に係。

るものに限る。以下「１級検定」という ）に係る法第２３条第４項の合格証。

明書（以下「合格証明書」という ）の交付を受けている者。

(ｳ) 検定規則第４条に規定する２級の検定（１号警備業務に係るものに限る。以

下「２級検定」という ）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であっ。

て、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して１年以上１号警備業務に従事

しているもの

(ｴ) 検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭

和６１年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という ）第１条第。

２項に規定する１級の検定（１号警備業務に係るものに限る。以下「旧１級検

定」という ）に合格した者。

(ｵ) 旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検定（１号警備業務に係るものに

限る。以下「旧２級検定」という ）に合格した警備員であって、当該検定に。

合格した後、継続して１年以上１号警備業務に従事しているもの

( ) 追加取得講習2

受講申込みを行う日において、１号警備業務以外の警備業務の区分に係る指導教

育責任者資格者証等の交付を受けている者であって、( )の(ｱ)から(ｵ)までのいず1

れかに該当するもの

４ 講習の受講申込手続

( ) 電話による予約1

ア 専用電話による予約

(ｱ) 講習を受けようとする者は、事前に徳島県警察本部生活安全部生活安全企画

課に設置した予約専用電話（０９０－９５５５－１１２３）に電話をし、講習



の予約を行うこと。

（ 「 」 。） 、 （ ）(ｲ) 電話による予約 以下 電話予約 という は 平成２０年９月２２日 月

から同月２６日（金）まで（同月２３日を除く ）の午前９時から午後５時ま。

で（正午から午後１時までの間を除く ）の間に行うこと。。

イ 予約番号の告知

電話予約をする者が３に掲げる受講対象者の要件を満たすときは、予約番号を

告知する。

ウ 留意事項

(ｱ) 予約専用電話以外による予約は受け付けない。

(ｲ) 電話１回につき、１名の予約を受け付ける。

(ｳ) 電話予約の受付期間内であっても、定員に達した場合は、その時点で受付を

締め切る。

(2) 受講申込書等の提出

ア 提出要件

講習の申込みは、電話予約により予約番号を取得した者（以下「講習申請者」

という ）のみが行うことができる。。

イ 提出書類

(ｱ) 受講申込書（講習規則第４条第１項に規定する受講申込書をいう。以下同じ ）。

１通

なお、受講申込書には、必ず写真（提出日前６か月以内に撮影した無帽・無

背景の顔写真（縦３．０センチメートル、横２．４センチメートル）で、その

裏面に氏名を記載したもの）１枚をはり付けること。

(ｲ) 受講対象者に該当することを疎明する書面 １通

なお、受講対象者に該当することを疎明する書面は次のとおりとする。

ａ 新規取得講習

( ) ３の( )の(ｱ)に該当する者a 1

最近５年間に１号警備業務に従事した期間が通算して３年以上であるこ

とを疎明する警備業務従事証明書（警備業法施行細則（平成１８年徳島県

公安委員会規則第１５号）第６条第１項に規定する警備業務従事証明書を

いう。以下同じ ）及び履歴書。



( ) ３の( )の(ｲ)に該当する者b 1

１級検定に係る合格証明書の写し

(c) ３の(1)の(ｳ)に該当する者

２級検定に係る合格証明書の写し及び当該検定に合格した後、継続して

１年以上１号警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書

(d) ３の(1)の(ｴ)に該当する者

旧１級検定に係る旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「合格証」

という ）の写し。

(e) ３の(1)の(ｵ)に該当する者

旧２級検定に係る合格証の写し及び当該検定に合格した後、継続して１

年以上１号警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書

ｂ 追加取得講習

１号警備業務以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写

し及び３の( )の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当する者であることを疎明1

するａの( )から( )までのいずれかの書面a e

(ｳ) (ｲ)のａに掲げる書面のうち警備業務従事証明書については、警備業者が既

に廃業しているなど、警備業務従事証明書を提出することができないことにつ

いてやむを得ない理由がある場合には、当該理由を疎明した上で、３の(1)の

(ｱ)、(ｳ)又は(ｵ)に該当することを誓約する誓約書及び履歴書を当該警備業務

従事証明書に代えて提出することができる。この場合において、３の(1)の(ｱ)

に該当する者にあっては、履歴書の提出を省略することができる。

( ) 提出先3

提出書類は、徳島県内の最寄りの警察署の生活安全課又は刑事生活安全課に講習

申請者本人が提出すること。ただし、やむを得ない事情がある場合であって、講習

申請者の委任状を持参しているときは、代理人による提出を認める。

なお、郵送等による申込みは認めない。

( ) 提出期限4

書類の提出は、平成２０年１０月１４日（火）から同月１７日（金）までの午前

９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く ）の間に行うこと。。

( ) 講習手数料5



講習手数料として、新規取得講習にあっては４７，０００円を、追加取得講習に

あっては２３，０００円を書類提出の際に徳島県収入証紙により納入すること。

なお、納入された講習手数料は、還付しない。

５ 講習の委託

この講習は、社団法人徳島県警備業協会（徳島市昭和町２丁目５番地）に委託して

実施する。

６ その他

( ) 警備員指導教育責任者講習修了証明書の交付1

講習においては、修了考査を行い、当該講習の課程を修了したと認められる者に

対して、その当日中に講習規則第７条第１項に規定する警備員指導教育責任者講習

修了証明書を交付する。

なお、この警備員指導教育責任者講習修了証明書には本籍を記載することとなる

ため、講習を申し込む際に提出する受講申込書に本籍を記載するときは、これを略

さずに、戸籍の記載に従い正確に記載（丁目、番地、番、大字等）すること。

(2) 持参するもの

講習期間中は、筆記用具、警備員指導教育責任者講習教本及び警備業関係法令集

を持参すること。

(3) 問い合わせ先

講習の問い合わせは、徳島県警察本部生活安全部生活安全企画課営業係又は各警

察署生活安全課若しくは刑事生活安全課に行うこと。
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